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スクールソーシャルワーカーだより No.2 
《「こども基本法」ができました！》 
 

 

 

 

《どうしてできたの？》 
 

 

 

 

 日本にはこどもの権利を認める法律がなかった。 

 

 

 

《どんな内容なの？》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《なにが変わるの？》 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、スクールソーシャルワーカー(SSW)の春田です。 

今年の４月に「こども基本法」という法律ができました。どんな法律でしょうか？ 

〇みんなが大切にされ、差別（さべつ）されないこと 

〇みんなが守られること 

〇みんなが意見をいえること 

〇こどもにとっていいことを、大人がやってくれること 

〇日本にはこどもの権利を認める法律がなかった。 

〇国際条約である「こどもの権利条約」を批准したこと。 

〇２０１６年改正の児童福祉法の中に「児童の権利」が初めて明記されたこと。 

〇新型コロナウイルス感染拡大によりこどもの権利が侵害された可能性があったこと。 

〇児童虐待やいじめ問題など、こどもに関する問題が増加したこと。など 

〇すべてのこどもが個人として尊重され、基本的人権が保障され、差別的な扱いを受け

ないようにすること 

〇すべてのこどもが、適切に育てられ、愛され、保護されること。教育を受ける機会が

等しく与えられること 

〇すべてのこどもが、意見を表明したり、社会活動に参加したりする機会があること 

〇すべてのこどもの意見が尊重され、最善の利益が考慮されること 

新しいお役所（やくしょ）をつくって、こどもをおうえん

する方法を話し合います。ちゃんとおうえんしていない人を

見つけたら、お役所が注意してくれます。 

〇「こども大綱」ができます。「こども施策」の方針を定めるものです。 

〇「こども家庭庁」ができます。「こども施策」を具体的に進めるため、「こども政策推

進会議」で話し合います。他省庁や自治体の政策が不十分な場合は「勧告」することが

できます。《三原市には「こども部」が設置されました。》 

 

〇こどもが大切にされていないことが多くあったから、みん

なが大切にされる生活を作るため。 
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こども基本法とは？（子ども家庭庁HP）  

 

 

 

 

 

 

    こども基本法パンフレット  

《皆さんが困っていることは何ですか？》 

 

 

 

 

 

 

 

 

《SSW相談日の予定》 

6月の予定 ７・８月の予定 

 
7日（水） 

10:00～16:40 

３日（月） 

10:00～16:40 

５日（水） 

10:00～16:40 

１２日（月） 

10:00～16:40 

１４日（水） 

10:00～16:40 

１0日（月） 

10:00～16:40 

１２日（水） 

10:00～16:40 

１９日（月） 

10:00～16:40 

２１日（水） 

10:00～16:40 
 

１９日（水） 

10:00～16:40 

２６日（月） 

10:00～16:40 

２８日（水） 

10:00～16:40 

２4日（月） 

10:00～16:40 

２６日（水） 

10:00～16:40 

  
３１日（月） 

10:00～16:40 

８月２日（月） 

10:00～16:40 

《相談の申込方法(保護者の皆様)》 

○ 連絡先 宮浦中学校64-１５９１（坂本教頭）、西小学校62-３２４６（常廣教頭） 

○ 相談時間を調整するため、予約が必要となりますので事前に中学校へ、電話でお申し込み

ください。相談時間が決まり次第連絡しますので、連絡先もお伝えください。 

（例：「スクールソーシャルワーカー(SSW)と○○日に相談したい。」） 

○ 上記の時間以外の相談を希望される方へもできる限り要望に沿えるようにしたいと思いま

すので、ご相談ください。 

学校に行きたくない クラスや集団になじめない 

ゲームがやめられない 

友達関係で悩んでいる 

親子関係がぎくしゃくしている 

生活に困っている 

子育てに悩んでいる 
不登校について 

困り感 
落ち着いて勉強ができない 

生活のリズムが乱れている 


